
バリアフリー道路特定事業計画の位置づけ・目的 

 
バリアフリー新法は、高齢者の方、障害者の方などの移動や施設利用の利便性、安全性の

向上を促進するため、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するととも

に、駅を中心とした地区や、高齢者の方、障害者の方などが利用する施設の集まった地区に

おいて、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する目的で平成 18年に施行されました。 

この法律に基づき市町村は基本構想を策定し、一定の地区において、旅客施設、周辺の道

路、駅前広場、信号機などのバリアフリー化を一体的に進めることとされています。 

道路特定事業計画は、基本構想に沿って、道路管理者が事業計画を作成し、実施する事業

内容を定めるものです。 

 

堺市では、「だれもが移動しやすく安全・快適で活力のあるまちづくり」を基本理念とした

「堺市バリアフリー基本構想」を平成 27年度に策定しました。本事業計画は、この基本構

想に基づき、対象となる重点整備地区内の生活関連経路のうち堺市の管理する市道及び府道

部分を対象とした具体的なバリアフリー化の計画を示したものです。 

 

 

堺市バリアフリー道路特定事業計画 概要版 

堺  市 

（通称）バリアフリー新法における道路特定事業計画の位置づけ 

計画策定の目的 

関係者の責務 
 

基準適合義務等 
 
重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進 

 
住民等による基本構想の作成提案 

 

・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、障害者

等が生活上利用する施設の所在する一定の地区を重点整

備地区として指定  

・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に関する基

本的事項を記載          等  

基本構想（市町村） 
 

市町村、特定事業を実施すべき者、施

設を利用する高齢者、障害者等により

構成される協議会を設置 

協議会 

 

・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員会が基

本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業） 

・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務 

事業の実施 

 

・公共交通事業者が作成する計画の認定制度  

・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が助成を行う場合の地方債の特例  等 

支援措置 

協 

議 

基本方針（主務大臣） 

 ＜バリアフリー新法の基本的枠組み＞ 



これまでの道路におけるバリアフリー化への取り組み 
堺市では、だれもが移動しやすく安全・快適で活力のあるまちづくりをめざして、総合的・

一体的な都市基盤整備の一つとして、歩道の段差・勾配・舗装面の改良、溝蓋の改良、駅前

広場等におけるバス停の整備など、歩道のバリアフリー化及び快適な歩行空間の整備を進め

ております。 

また、歩道等の施設整備に加えて、道路上の不法駐車車両の撤去、道路の適切な利用のた

めの市民への啓発、PR活動などを行っています。 

このような取り組みの中で、平成 12年の（通称）交通バリアフリー法の施行に基づき、

14地区について堺市交通バリアフリー基本構想を策定しました。これを受けてそれぞれの

地区についての「堺市交通バリアフリー道路特定事業計画」を策定し、道路のバリアフリー

化に取り組んでいます。 

さらに、平成 18年の（通称）バリアフリー新法の施行に基づき、平成 27年度には堺市

バリアフリー基本構想を策定し、バリアフリー化に向けた整備を行うこととしています。 

  

 

道路特定事業計画の策定地区 
本事業計画では、平成 27年度に策定され 

た基本構想において選定した「ＪＲ津久野駅 

周辺地区」及び「泉北高速鉄道栂・美木多駅 

周辺地区」の２地区を計画対象地区とします。 

 

■本年度道路特定事業計画の対象地区 

JR津久野駅周辺地区 

面積：29.2ha  

泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区 

面積：40.5ha 

 

 

  

ＪＲ津久野駅周辺地区 

泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区 



泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区（40.5ha） 
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・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・段差の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

・側溝蓋の設置・改良 

 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

 

 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良 

・横断勾配の改善 

 

 

 

南区役所 

第二駐車場 

 

南区役所 

南区役所 

第一駐車場 

 

・段差の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

・段差の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良 

・横断勾配の改善 

 
 栂・美木多駅 

セントラル 

パーキング 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

 

 

 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・道路照明灯の移設 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

・側溝蓋の設置・改良 

 

・段差の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・側溝蓋の設置・改良 

 
・段差の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

・側溝蓋の設置・改良 

 
・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

・横断勾配の改善 

・側溝蓋の設置・改良 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・道路照明灯の移設 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良 

・横断勾配の改善 

西原公園 

泉北高等 

支援学校 

 

近畿大学 

医学部堺病院 

 

原山公園 

 

ガーデン 

シティ栂 

 
ダイエー 

栂店 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・舗装面の改善 

・図面における整備項目は代表的なもので

あり、詳細は整備時に検討する。 

 

南堺警察署 

 

100ｍ 

 
200ｍ 

 

凡例 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

重点整備地区 

生活関連施設（鉄道駅） 

生活関連施設（公共建築物） 

生活関連施設（民間建築物） 

生活関連施設（公共駐車場） 

生活関連施設（民間駐車場） 

生活関連施設（都市公園） 

 

生活関連経路（～平成 32 年整備） 

生活関連経路（＊） 

準生活関連経路 

既整備の生活関連経路 

＊他事業と連携して整備する区間 

 

視覚障害者誘導用ブロックの新設 

視覚障害者誘導用ブロックの改良 

 
注：既設の視覚障害者誘導用ブロック

については、修繕時等に順次 JIS

規格へ変更 



ＪＲ津久野駅周辺地区（29.2ha） 

 

 

 

 
堺市ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/ 

堺市行政資料番号：1-J8-17-0714 

平成 29 年（2017 年）発行 

堺市 建設局 道路部 道路計画課 

〒590-0078  堺市堺区南瓦町３－１ 

電話：072-228-7423  FAX：072-228-7139 
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堺市立総合医療センター 

第二駐車場 

 

堺市立総合 

医療センター 

堺市子ども急病 

診療センター 

向ヶ丘公園 

家原大池 

体育館 

デイリー 

カナート 

イトーヨーカドー 

ＪＲ津久野駅 

グルメ 

シティ 

鳳郵便局 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・段差の改善 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 

・段差の改善 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 ・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの改良 

 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

・交通島の改良 

・段差の改善 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設・改良 

 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 

・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 
・横断勾配の改善 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

 ・図面における整備項目は代表的なものであり、詳細は整備時に検討する。 

・本地区における準生活関連経路の具体的なバリアフリー化事業については、 

 生活関連経路の整備事業が終わり次第、順次推進する。 

※市道 津久野 18 号線については、平成 28年度にバリアフリー整備済み 
 

・視覚障害者誘導用ブロックの新設 

凡例 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

重点整備地区 

生活関連施設（鉄道駅） 

生活関連施設（公共建築物） 

生活関連施設（民間建築物） 

生活関連施設（公共駐車場） 

生活関連施設（民間駐車場） 

生活関連施設（都市公園） 

 

生活関連経路（～平成 32 年整備） 

生活関連経路（＊） 

準生活関連経路 

既整備の生活関連経路 

＊他事業と連携して整備する区間 

 

視覚障害者誘導用ブロックの新設 

視覚障害者誘導用ブロックの改良 

 
注：既設の視覚障害者誘導用ブロック

については、修繕時等に順次 JIS

規格へ変更 


